
こんなときはお知
し

らせください！ 

“サービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

”をつくる『相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

』は、利用者
りようしゃ

のみなさんが

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスを希望
きぼう

通
どお

りに利用
りよう

できているか、生活
せいかつ

に大
おお

きな変化
へんか

はないか

などを確認
かくにん

しながら、必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

をしていく役割
やくわり

があります。 
お手数

てすう

ですが、計画
けいかく

担当
たんとう

の相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

に連絡
れんらく

をお願
ねが

いします。 
サービスご利用

り よ う

のみなさま、ご家族
か ぞ く

のみなさま、サービスを提供
ていきょう

している事業所
じ ぎ ょ う し ょ

のみなさまへ 
・受給者証

じゅきゅうしゃしょう

が届
とど

いたとき 
・契約

けいやく

していた事業所
じぎょうしょ

を変更
へんこう

したとき 
・長

なが

い期間
きかん

（１ヶ月
げつ

以上
いじょう

）利
り

用
よう

していないとき 
・家族
かぞく

の状 況
じょうきょう

が変
か

わったとき（病気
びょうき

・転居
てんきょ

など） 
・電話番号

でんわばんごう

など連絡先
れんらくさき

が変
か

わったとき 
・役

やく

所
しょ

で利
り

用
よう

更
こう

新
しん

の手
て

続
つづ

きを済
す

ませたとき 〈ご利用者
り よ う し ゃ

、ご家族
か ぞ く

のみなさまへ〉  

・利用者
りようしゃ

さんから受給者証
じゅきゅうしゃしょう

が届
とど

いたとき 
・契約

けいやく

の終 了
しゅうりょう

を検討
けんとう

しているとき 
・長

なが

い間
あいだ

利用
りよう

できなくなっているとき 
・状 況

じょうきょう

が大
おお

きくかわるとき（閉所
へいしょ

、休所
きゅうしょ

等
とう

） 
・事業所

じぎょうしょ

の移転
いてん

を予定
よてい

しているとき 
・事業所

じぎょうしょ

の電話
でんわ

など連絡先
れんらくさき

が変
か

わったとき 〈サービス提供
ていきょう

の事業所
じぎょう し ょ

のみなさまへ〉                                             計画けいかく

担当
たんとう

事業所名
じぎょ う し ょ めい           電話番号でんわ ば ん ご う                                            
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